
年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

本件は、対象司法書士が、

を理由に、令和５年７月１２日付けで法務大臣より令和５年８月３日から１か
月の業務停止の懲戒処分を受けたもの。

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和５年度 令和6年3月31日

６か月間の契約締結拒
絶期間を伴う契約解除
措置をとることが相当
である。

第１  令和２年１２月中旬頃、不動産仲介業者である株式会社丙の代表取締役
であり、かねて付き合いがあったＣから、株式会社乙（令和２年１２月、
（１）取締役兼代表取締役Ａ令和２年１１月辞任、（２）取締役兼代表取締役
Ｂ令和２年１１月就任、（３）旧本店（以下「所在ａ」という。）、新本店
（以下「所在ｂ」という。）令和２年１１月本店移転の登記がそれぞれ登記さ
れていた。）が所有する土地建物（以下「本件不動産」という。）を、株式会
社丁に売却する取引の決済を行うことから、同決済に立ち会うよう依頼を受け
るとともに、本件不動産に関する根抵当権抹消登記及び売買による所有権移転
登記の各申請（以下、両者を併せて「本件各申請」という。）の依頼を受けた
際、Ｃから、乙のインターネット法人登記情報（令和２年１０月現在）、本件
不動産のインターネット登記情報（令和２年１０月現在）等を手渡され、本件
不動産について登記識別情報がない旨の説明を受け、本件不動産の最新の登記
情報を取得し、これに基づいて申請書類等を作成したが、乙の最新の法人登記
情報は取得しなかったため、実際には乙の代表取締役がＡからＢに変更されて
いたことを把握しておらず、令和２年１２月、信用組合戊本店営業部におい
て、対象司法書士、Ｃ、Ａ、買主である丁の代表取締役であるＤ、根抵当権者
である己株式会社の担当者が出席し、本件不動産について、売買契約の締結と
代金授受の決済が行われた場に、Ｂは同席しておらず、席上、初めて会うＡか
ら「株式会社乙代表取締役Ａ」と記載された名刺と、乙の印鑑証明書（令和２
年９月付け）を手渡され、乙の代表者である旨の挨拶を受け、Ａから、運転免
許証の原本の提示を受け、その記載内容を確認するとともに、年齢・干支を聴
くなどして本人確認を行い、Ａの運転免許証の写しを取得し、Ａに対し、本件
不動産の登記情報を提示しながら、売却する不動産に間違いがないかを確認
し、登記の内容・書類などを説明し、Ａから、登記原因証明情報及び委任状に
乙の実印の押印を受け、これらの間、出席者は、Ａのことを「社長」と呼んで
いた状況から、対象司法書士は、Ａを乙の代表者であると誤って判断し、ま
た、Ａに対し、登記識別情報を提出できない場合の本人確認情報の提供制度に
ついて説明し、Ａに代表者であるかを尋ね、Ａは代表者であると答えたため、
Ａを乙の代表者であると誤って判断したまま、登記申請に必要な手続を進め、
令和２年１２月、売買による所有権移転登記の申請には、登記義務者乙の本人
確認情報として、対象司法書士が作成した、Ａを代表取締役とする本人確認情
報を添付し、本件各申請を法務局の支局に行って、登記義務者である乙の代表
取締役であるＢに対する登記申請意思等の確認を行わずＡを代表取締役とする
本人確認情報を誤って作成したこと、
第２  本件各申請について、法務局の支局登記官が、令和３年１月付けで、申
請権限を有しない者の申請であるとして不動産登記法（平成１６年法律第１２
３号）第２５条第４号を根拠条項とする却下決定を行って対象司法書士に告知
し、本件各申請が却下されたことを知った対象司法書士は、直ちに Ｃに連絡
し、Ａと面談できるよう、手配を依頼し、乙の法人登記情報を取得し、Ａが代
表者ではなく、Ｂが代表者であることを初めて認識し、令和３年１月、Ａ及び
Ｂと面談し、本件各申請が却下されたことを説明し、今後の対応を相談したと
ころ、Ａは、「Ｂには迷惑をかけたくない、買主にも迷惑はかけられない」と
の強い意向を示し（なお、対象司法書士がＢと会ったのは、この時が初めてで
あった。）、当初の売買契約どおりに登記で公示されることを強く望むＡの依
頼を受け、乙について、実際にはそのような役員変更及び本店移転の事実がな
く、実体に合致しない内容であることを認識しながら、一旦却下された本件各
申請と同一の内容を不動産登記で実現するために、それに合わせて乙の商業登
記の内容を変更するべく、本件各申請時以前に遡って、乙の役員変更及び本店
移転の登記申請を行うこととし、乙の役員変更（令和２年１１月Ａが取締役兼
代表取締役就任）及び本店移転（令和２年１１月所在ｂから所在ａへ本店移
転）の申請書類の作成等を行い、令和３年１月、乙の代理人として、法務局に
同登記を申請し、同申請は、印鑑不備を理由に一旦取り下げられたが、再申請
し、登記が完了し（同申請には、令和２年１１月に開催されたとする、役員選
任に係る乙の臨時株主総会議事録及び本店移転に係る臨時株主総会議事録が添
付されていた。これらの議事録は、実際には存在しないものであるが、上記の
とおり本件各申請と同一の内容を実現したいとのＡの意向を受け、対象司法書
士が作成の上、Ａから押印を受けたものであった。）、令和３年１月、法務局
の統括登記官らから、却下された本件各申請の経緯等について、事情聴取を受
け、その際、本件各申請の却下後に行っていた上記の乙の役員変更及び本店移
転の登記申請については一切言及せず、却下された本件各申請について実体に
合致しているとの反論をすることもなく、むしろ、本件各申請時に本人確認を
しなかった不備を認めた上で、意図的な誤りでないことを述べ、同趣旨の上申
書を提出し、令和３年２月、乙の代表取締役をＡとして、本件各申請と同様の
内容の根抵当権抹消及び所有権移転の各登記申請を、改めて申請し、同登記は
完了し、その後、乙の役員及び本店を、実体に合わない上記の変更登記がされ
る以前の状態に戻すため、Ａから依頼を受け、（１）取締役兼代表取締役Ａ令
和３年２月辞任、（２）旧本店所在ａ、新本店所在ｂ令和３年２月本店移転の
登記を、法務局に申請し、それぞれ登記され、これらは、対象司法書士が意図
的に実体に反する虚偽の内容の添付情報を作成・添付した上で、乙の役員変更
等の虚偽の登記申請をして、その旨の不実の商業登記を作出したと認められる
こと



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

本件は、対象司法書士が、

第２

を理由に、令和５年９月１４日付けで法務大臣より令和５年９月２８日から業
務停止２か月の懲戒処分を受けたもの。

本件は、対象弁護士が、

を理由に、令和５年９月１９日付けで日本弁護士連合会から、令和４年３月付
けの所属弁護士会による戒告の懲戒処分が変更された業務停止１月の懲戒処分
を受けたもの。

令和５年度 令和6年3月28日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

⑴  被相続人の相続人の１人である遺言執行者Ａから委任を受け、不動産の換
価等の遺言執行業務を行っていたが、相続人Ｂ、Ｃとの間には委任契約も報酬
に関する契約もなかったにもかかわらず、Ａの補助者として同業務に関連して
預かった金員から、一方的に計算した報酬（Ｂについては３５１万５５０７
円、Ｃについては４６４万７８７２円）を控除して遺産の分配を行い、ＢとＣ
に対し支払うべき金員を支払わなかったこと、
⑵  平成２８年８月に上記の業務を終了したところ、相続人が、税務調査を受
けて修正申告を余儀なくされたことを機に相続人間の紛争が顕在化し、Ｂが代
理人弁護士を選任し、同弁護士から、平成３ ０年夏頃から複数回にわたり、対
象弁護士の行った業務の処理内容について問合せがされ、また、翌年には、元
依頼者であったＡも新たに別の弁護士を選任し、同弁護士からも遺言執行に関
する資料の開示依頼がされたにもかかわらず、一度回答した以降、Ａを含む相
続人への一切の説明及び資料の送付を拒んだこと

⑶  平成３０年までにＤが死亡し、本件配当金を管理する者がいなくなったと
ころ、対象司法書士は、同年４月、Ａ名義の金融機関口座を新たに開設し、当
該口座に本件配当金が入金されるよう手続をしたが（以下、当該口座に入金さ
れた配当金を「プール金」という。）、Ａの財産を適切に把握・管理すべき後
見人としての義務を負っていたにもかかわらず、プール金の存在についてＡの
財産目録に計上することなく、管轄の家庭裁判所にもＡの資産として報告しな
かったこと、その後、対象司法書士は、前記第１の事案の発生を受け、Ａの後
見人を辞任したが、プール金については、管轄の家庭裁判所から新たに選任さ
れた後任の後見人に報告せず、引き継がず、令和元年１２月、プール金の合計
６５万７０００円について、Ａの後見開始申立書類作成に係る対象司法書士の
報酬１１万１３９０円を差し引いた上で、Ａの義理の妹に当たるＥに送金し
て、これを独断で処分したこと

⑴  Ａの夫であるＣは、対象司法書士がＡの後見人に就任する以前の平成２４
年に死亡し、Ａは、Ｃの相続人の一人であったところ、対象司法書士は、この
事情を知った上で、Ａの後見人に就任していたが、Ｃの相続財産の調査を怠
り、Ａの財産を適切に把握・管理すべき後見人としての義務を負っていたにも
かかわらず、相続財産目録を作成せず、その後も相続財産の適切な把握をしな
かったこと、

⑵  平成２５年１月頃、Ａの親族であるＤの求めに応じ、相続財産である甲株
式会社の株式１万株をＡ名義に変更し、同株式の配当金（以下「本件配当金」
という。）について、Ａの財産である可能性があることから、これを適切に把
握・管理すべき後見人としての義務を負っていたにもかかわらず、Ｄが本件配
当金をＡを含む一族（いわゆるＤ家）の管理に使用すべきであると強く主張し
たことから、安易にその主張を受け入れ、以後、本件配当金について適切な管
理・処分を行わず、Ｄがこれを事実上管理・使用することを放置し、その使途
を一切把握しなかったこと、

令和５年度 令和6年3月27日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、受任事件について不当に高額な報酬の請求をしたこと
から依頼者と紛争となったところ、依頼者に有利になるよう作成し所属機関に
提出した報告書の撤回や機微な私的情報の公開をほのめかし、さらに、依頼者
が接触を拒絶して代理人を選任したにもかかわらず、終了した事件の相手方や
所属機関の関係者に面談し、依頼者に不利益な事実等を述べて依頼者が対象弁
護士に直接連絡するよう圧力をかけたこと等を理由に、令和５年９月１６日付
けで日本弁護士連合会から、令和４年１月付けの所属弁護士会の決定を取り消
した業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和6年3月28日

１年６か月間の契約締
結拒絶期間を伴う契約
解除措置をとることが
相当である。

第１  平成２４年１０月、成年被後見人Ａの後見人に選任され、以後、財産管
理等の業務に従事していたところ、Ａは、平成２４年頃から、病院に入院して
おり、入院費など必要な費用の支払に当たっては、対象司法書士が使用してい
た補助者Ｂに対し、対象司法書士に預託されたＡの金融機関口座からの出金に
関する指示をしていたが、対象司法書士は、平成３０年１月頃以降、同口座を
適切に管理することなく、Ｂに対し、同口座の通帳及びキャッシュカードを使
用ごとに返却させることなく、同口座の出入金履歴の適切な確認を怠るように
なり、Ｂは、そのような対象司法書士の同口座に関するずさんな管理状態を悪
用し、平成３０年７月から令和元年７月までの間、同口座から少なくとも１６
回にわたり、合計２４０万６０００円を、自らの個人的債務の支払に充てる目
的で出金して、これを横領し、もって、対象司法書士は、後見人として、Ａの
財産を適切に管理すべき義務を負っていながら、これを怠ったこと、



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和５年度 令和6年3月8日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象司法書士が、平成２７年３月、Ａの成年後見人として選任され、
Ａは、その当時、ａの土地、ｂの土地、ｃの建物、ｄの土地と現金及び預貯金
として１７５３万７１３３円を有していたところ、Ａは、同年１１月に死亡し
（同日、対象司法書士はＡが死亡したことを知った。）、これにより、Ａの後
見業務が終了して、既にＡの成年後見人としての地位を失っていたにもかかわ
らず、
⑴  平成２７年１１月、Ａの成年後見人と称して、Ａの定期預金を解約し、同
年１２月、Ａの国債を換金し、得られた金員を、自己の金銭と明確に区分し得
る方法で保管しなければならないにもかかわらず、これを怠り、対象司法書士
名義の預金口座に入金して管理したこと、
⑵  平成２７年１２月、Ｂを含むＡの相続人らから対象司法書士が取締役、対
象司法書士の妻が代表取締役を務める有限会社Ｃに対してａの土地、ｂの土
地、ｄの土地を売却する旨の売買契約（以下
「本件売買契約」という。）を締結することとし、Ｂから、上記各土地の売却
手続に関する事務を受託した後に、対象司法書士以外のＡの成年後見人であっ
たＤから、本件各不動産を含む遺産の大半を Ｅ及びＦに遺贈する旨のＡの遺言
公正証書（以下「本件遺言公正証書」という。）の存在を知らさ れ、その際、
対象司法書士自らが関与してきた本件売買契約の内容が、本件遺言公正証書に
記載された、本件各不動産をＦに遺贈する旨の内容と相容れないものであるこ
とを認識しながら、同月、相続人であるＧ及びＨと有限会社Ｃとの間で、本件
売買契約を締結することとし、Ｇ及びＨから、上記売却手続に関する事務を受
託し、この際、Ｇ及びＨに対し、本件遺言公正証書の存在及び内容を説明しな
かったこと、同様に、既に本件売買契約を締結していたＢに対しても、本件遺
言公正証書の存在及び内容を説明しなかったこと、
⑶  平成２８年１月、ａの土地、ｂの土地及びｃの建物について、相続を原因
とする所有権移転登記及び売買を原因とする共有者全員持分全部移転登記（登
記権利者は有限会社Ｃ、登記義務者は相続人ら）の申請をし、同月及び同年６
月、ｄの土地について、相続を原因とするＡの持分全部移転登記及び売買を原
因とする共有者全員持分全部移転登記（登記権利者は有限会社Ｃ、登記義務者
は相続人 ら）等の申請をし、本件各不動産に係る上記登記申請により、相続人
らから、報酬として１２５万４ ０００円を受け取ったところ、これらの登記申
請の内容は、本件遺言公正証書の内容と相容れず、 Ｅ、Ｆ及び相続人らに損害
を与える可能性があったにもかかわらず、同人らに対して必要な説明を行うこ
となく、対象司法書士の判断で本件各不動産の売却を主導し、登記の代理申請
まで行い、本来取得することができないはずの報酬を得たものであったこと、
⑷  既にＡの成年後見人としての地位を失い、Ａの相続財産の処分権限を有し
ないにもかかわらず、平成２８年２月から同年６月までの間、Ａの相続財産か
ら、残置物の処理費用、庭木の処分費用、雑木の伐採費用、ｃ建物の取壊し費
用及び防草シート施工費用として合計２７６万円９８２０円を支出し、同様
に、同年９月、有限会社Ｃが負担すべき費用であるにもかかわらず、地耐力検
査費用として ２万５０００円、地盤改良のための杭打ち費用として７１万３６
８０円をＡの相続財産から支出したこと
などを理由に、令和５年５月２４日付けで法務大臣より令和５年５月２５日か
ら２年の業務停止の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和6年3月6日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象司法書士が、
⑴  平成３０年９月、Ａの成年後見人に選任され、令和２年１０月、家庭裁判
所からＡに係る成年後見人の辞任の許可がされたところ、新たに選任されたＡ
の成年後見人に対し、速やかに、その成年後見業務に係る資料を引き継いだ
上、当該資料の内容に関して説明をすべき義務を怠り、令和２年１０月付けで
Ａの成年後見人として選任されたＢに対し、財産目録上に記載のあったＡのＣ
銀行の定期預金について、Ｂからの再三の求めにもかかわらず、令和３年１月
末頃になっても前記定期預金の通帳又は証書の所在に係る説明をしなかったこ
と、その結果、Ｂは、家庭裁判所に対して十分な報告をすることができず、Ａ
に係る成年後見業務に支障が生じたこと、
⑵  令和２年１月、Ｄの成年後見人に選任され、同年１０月、家庭裁判所から
Ｄに係る成年後見人の辞任の許可がされたところ、新たに選任されたＤの成年
後見人に対し、速やかに、その成年後見業務に係る資料の引継ぎをすべき義務
を怠り、令和２年１０月付けでＤの成年後見人として選任されたＢに対し、Ｂ
からの再三の求めにもかかわらず、令和３年１月末頃になってもＤの収入支出
に関する資料の原本を提出しなかったこと、その結果、Ｂは、家庭裁判所に対
して十分な報告をすることができないなど、Ｄに係る成年後見業務に支障が生
じたこと、
⑶  平成３１年１月、Ｅの成年後見人に選任され、Ｅの財産調査をした結果、
申立時には８００万円とされていた流動資産が２５００万円あることが判明
し、令和２年４月、家庭裁判所に対し、成年後見人の辞任の許可申請を行うと
ともに、本人財産を増加させた成果を上げたことから報酬付与の申立てを行
い、家庭裁判所は辞任を許可し、２１万円の報酬付与の審判をしたところ、Ｅ
の娘は、対象司法書士が成年後見人として行った確定申告及び成年後見業務終
了時の資料の引継ぎに疑問を覚え、同年９月頃、家庭裁判所に対し、被処分者
の報酬受領について異議を申し立て、家庭裁判所は、対象司法書士に対し、２
１万円全額の報酬付与の取消しの審判をしたことから、報酬付与の取消しがさ
れた ２１万円について、Ｅ又は同年に同人が死亡した後はＥの娘に対し、速や
かに返還すべき義務があったにもかかわらず、これを怠り、令和３年１月まで
放置して返還しなかったこと、
⑷  平成２９年４月、Ｆの保佐人に選任されたが、令和２年、Ｆが死亡し、Ｆ
に係る保佐業務が終了したところ、家庭裁判所に対し、速やかに、終了報告書
に財産引継書を添付して提出する義務があったにもかかわらず、これを怠り、
令和３年２月まで家庭裁判所に財産引継書を提出しなかったこと を理由に、令
和５年６月５日付けで法務大臣より令和５年６月６日から３週間の業務の停止
の懲戒処分を受けたもの。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

本件は、対象司法書士が、

第１  平成２７年９月、Ａから任意整理事件を受任し、同日、債権者宛てに受
任通知書を送付し、

⑴Ａは、平成２７年１０月、甲株式会社を被告として、１１３８万１０１７円
及びうち９２８万５０１２円に対する平成２７年１０月から支払済みまで年５
分の割合による金員の支払等を求めて、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟の
訴えを提起したが、この訴訟及びこれに関する和解交渉は、法律上の代理権限
を有しない対象司法書士がＡを実質的に代理して行ったものであったこと、

⑵平成２８年１月、Ａと甲株式会社との間で、甲株式会社がＡに対して不当利
得金として８００万円を、対象司法書士名義の銀行口座に振込送金する方法に
より支払う旨の和解契約が締結され、対象司法書士は、Ａに対し、平成２８年
４月、前記不当利得金８００万円から裁判実費等１０万８５００円、報酬金４
万３２００円、過払返還金報酬２１６万円、管理費８６４０円、振込手数料１
０８０円を差し引いた５６７万８５８０円を支払ったこと、

第２  平成２７年９月、Ｂから任意整理事件を受任し、同日、債権者宛てに受
任通知書を送付し、

⑴Ｂは、平成２７年１１月、乙株式会社を被告として、２４７万８４９２円及
びうち１８９万８１７７円に対する平成２７年１１月から支払済みまで年５分
の割合による金員の支払等を求めて、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟の訴
えを提起したが、この訴訟及びこれに関する和解交渉は、法律上の代理権限を
有しない対象司法書士がＢを実質的に代理して行ったものであったこと、

⑵平成２７年１２月、Ｂと乙株式会社との間で、乙株式会社がＢに対して不当
利得金として１９０万円を、対象司法書士名義の銀行口座に振込送金する方法
により支払う旨の和解契約が締結され、対象司法書士は、Ｂに対し、平成２８
年３月、前記不当利得金１９０万円から裁判実費等７万５５００円、報酬金４
万３２００円、過払金返還金報酬５１万３０００円、管理費７５６０円、振込
手数料１０８０円を差し引いた１２５万９６６０円を支払ったこと、

第３  平成２７年９月、Ｃから任意整理事件を受任し、同日、債権者宛てに受
任通知書を送付し、

⑴Ｃは、平成２７年１０月、丙株式会社を被告として、３３２万１０８６円及
びうち２５８万１５１ ９円に対する平成２７年１０月から支払済みまで年５分
の割合による金員の支払等を求めて、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟の訴
えを提起したが、この訴訟及びこれに関する和解交渉は、法律上の代理権限を
有しない対象司法書士がＣを実質的に代理して行ったものであったこと、

⑵平成２７年１２月、Ｃと丙株式会社との間で、丙株式会社がＣに対し、不当
利得金として１９６万円を、対象司法書士名義の銀行口座に振込送金する方法
により支払う旨の和解契約が締結され、対象司法書士は、Ｃに対し、平成２８
年５月、前記不当利得金１９６万円及び預かり金２万円の合計１９８万円から
裁判実費等７万８５００円、着手金２万１６００円、報酬金４万３２００円、
減額報酬３万３８５０円、過払返還金報酬５２万９２００円、管理費９７２０
円、振込手数料１０８０円を差し引いた１２６万２８５０円を支払ったこと、

第４  平成２７年９月、Ｄから任意整理事件を受任し、同日、債権者宛てに受
任通知書を送付し、

⑴Ｄは、平成２７年１１月、丙株式会社を被告として、３６９万９６６８円及
びうち２９２万４３３６円に対する平成２７年１１月から支払済みまで年５分
の割合による金員の支払等を求めて、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟の訴
えを提起したが、この訴訟及びこれに関する和解交渉は、法律上の代理権限を
有しない対象司法書士がＤを実質的に代理して行ったものであったこと、

⑵平成２８年１月、Ｄと丙株式会社との間で、丙株式会社がＤに対し、不当利
得金として２００万円を、対象司法書士名義の銀行口座に振込送金する方法に
より支払う旨の和解契約が締結され、対象司法書士は、Ｄに対し、平成２８年
６月、前記不当利得金２００万円から借入金の返済として８万０５００円、報
酬金４万３２００円、過払返還金報酬５４万円、管理費１万０８００円、振込
手数料１０８０円を差し引いた１３２万４４２０円を支払ったこと

を理由に、令和５年７月２５日付けで法務大臣より令和５年７月２６日から１
か月の業務停止の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和6年3月6日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

本件は、対象弁護士が、

を理由に、令和５年６月１５日付けで所属弁護士会から業務停止１０月の懲戒
処分を受けたもの。

令和５年度 令和6年3月6日

一般国選弁護人契約
（普通国選弁護人契
約）、一般国選付添人
契約、日本弁護士連合
会委託援助業務に係る
事務の取扱いに関する
契約については、２年
６か月間の契約締結拒
絶期間を伴う契約解除
措置をとり、センター
相談登録契約、事務所
相談登録契約、受任予
定者契約、受託予定者
契約については、２年
６か月間の契約締結拒
絶期間を設定すること
が相当である。

本件は、対象弁護士が、弁護士法人Ａを代表する社員であったところ、
⑴  平成２７年５月頃から平成２８年春頃までの１年弱の期間、報酬を得る目
的で法律事務を取り扱うなど弁護士法第７２条の規定に違反すると疑うに足り
る相当な理由のある特定非営利活動法人Ｂ又はＢ法人の従業員であるＣから、
３０名以上の依頼者の紹介を受け、少なくとも平成２９年７月１０日まで顧客
紹介の対価をＢ法人又はＣに支払ったこと、
⑵  上記⑴の依頼者のうちＤら４名について、委任を受けていないにもかかわ
らず、金融業者に対 し、過払いの調査のための取引履歴の開示請求を行い、Ｄ
ら４名の代理人であると誤信させたこと、
⑶  上記⑵のＤら４名について、面談することなく過払金返還請求事件を受任
してＥを被告とする過払金返還請求訴訟を提起した上、同意を得ることなく和
解を成立させ、その和解金の支払を受けてこれを預かり保管中、Ｄら４名の意
思を確認することなく、Ｃに言われるままにその指定するＣ名義の銀行口座に
和解金を振り込み、Ｄら４名に遅滞なく返還しなかったこと
を理由に、令和４年１２月２２日付けで所属弁護士会から業務停止１０月の懲
戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和6年3月6日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

⑴  平成３０年６月頃、Ａから、Ｂ合同会社及びＣ株式会社に対する損害賠償
請求訴訟を受任し、同年７月５日、着手金１０８万円を受領したところ、Ａに
無断でＣ社に対する訴えを取り下げたこと、また、同年９月１７日頃、Ａか
ら、Ｂ社の代表社員であるＤ名義の預金口座及び自動車の差押手続並びにＣ社
に対する保険金請求訴訟提起を受任し、着手金３２万４０００円を受領したも
のの、事件処理を行わなかったこと、さらに、Ａとの委任契約終了に際し、少
なくとも上記差押手続等の着手金相当額を返還する義務があったがこれを怠
り、上記各事件の事件記録及び資料一式を返還しなかったこと、

⑵  平成３０年１２月頃、Ｅから債権回収に係る法律事務処理を受任し、平成
３１年1月３１日までに着手金２１６万円を受領したものの、委任契約書を作成
せず、また、Ｅから委任契約を解除されるまで約２年もの間、事件に着手せ
ず、Ｅへの報告や説明なども行わなかったこと、

⑶  ＦがＧ弁護士に依頼して提起した建物明渡等請求訴訟事件について、被告
であるＨ株式会社から依頼を受けて訴訟代理人となったところ、Ｇ弁護士から
の複数回の架電に対する返電や送付された書面への回答をせず、ＦとＨ社との
交渉の進展を阻害した上、令和２年７月及び８月の２度にわたり裁判期日を無
断欠席し、上記訴訟事件を遅延させたこと、

⑷  Ｉから、同人の夫Ｊとの離婚交渉を受任し、令和２年１１月５日に４４万
円を受領したところ、受任に当たり委任契約書を作成しなかったこと、また、
Ｋ弁護士がＪの代理人となったことやＪには婚姻費用を支払う意思があるので
支払先の口座を教えて欲しい等との内容の書面をＫ弁護士から受領したにもか
かわらず、これを速やかにＩに報告しなかったこと、さらに、Ｉから、児童手
当の申請のために、期限までに市に提出すべき書類の作成等を依頼されたにも
かかわらず、上記期限までにこれを行わなかったこと、加えて、委任契約中、
Ｉから、同人が事件に関して作成した委任状のコピーの交付並びに資料として
対象弁護士に交付した録音機器及び録音媒体の返還を求められたにもかかわら
ず、返還しなかったこと、遅くとも令和３年３月１８日頃にＩから委任契約を
解除されたにもかかわらず、弁護士報酬の清算を行わず、また、上記録音機器
等の返還をしなかったこと、

⑸  Ｌから貸金返還請求事件を受任し、令和２年９月５日、着手金として５５
万円を受領したところ、受任に当たり委任契約書を作成しなかったこと、ま
た、委任契約の締結から８か月以上経過した時点で訴状の作成しかしていない
など事件処理を遅滞したこと、さらに、令和３年６月７日付け解任通知により
Ｌから委任契約を解除されたにもかかわらず、弁護士報酬の清算を行わず、ま
た、上記事件に関する資料を返還しなかったこと、

⑹  令和３年３月頃、Ｍから、同人の妻Ｎとの離婚調停申立事件及び面会交流
申立事件を受任し、上記離婚調停申立事件において、ＭがＮに支払う財産分与
の額につき、ＭとＮの主張する金額に１００万円の差額があったところ、離婚
調停申立事件を成立させるために、Ｍに対し、上記差額を自ら補填することを
約束した上、後日、Ｍに１００万円を支払ったこと、また、令和３年１１月末
頃から、Ｍとの連絡に応じず、上記面会交流申立事件の打合せをしなかったこ
と、

⑺  対象弁護士に事件処理を依頼した多数の依頼者らから所属弁護士会が苦情
を受け付けた事件の処理状況について、令和３年１１月４日及び同年１２月１
４日、所属弁護士会から、報告書を提出すべき旨の指示を受けたにもかかわら
ず、これに応じず、また、所属弁護士会が苦情を受け付けた事件について、令
和４年１月２７日、所属弁護士会から、預り金に関する照会に対する回答を求
められたが、これにも応じなかったこと



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和５年度 令和6年2月9日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴  平成２８年１２月２７日、Ａを理事長とする顧問先のＢ法人からＣ弁護士
を通じて現金３３３０万円を預かったところ、同日、Ａにこれを手渡したとす
るものの受領証等を確保せず、また、預り金の入出金等の記録も、預り金の職
務が終了した際の収支報告も作成せず、上記預り金の行方を不明としたこと、
⑵  平成２９年１月９日、Ｂ法人から同法人の民事再生事件を受任したと認め
られるところ、同月２ ５日、Ａから委任を受けたＣ弁護士から、対象弁護士と
信頼関係を築くことができず、Ｂ法人の理事長として法律顧問契約を解除する
旨記載されたＡ名義の書面の送付を受けたにもかかわらず、Ａに連絡を取り、
その意思に変わりがないかを確認しないまま、同年２月１６日、Ｂ法人の民事
再生事件の申立てを行ったこと
を理由に、令和５年５月８日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処分
を受けたもの。

令和５年度 令和6年2月1日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象司法書士が、
⑴  平成３１年４月頃、行政書士Ａから、６筆の土地について、登記権利者を
Ｂ、登記義務者をＣとし、登記原因を贈与とする所有権移転登記（以下「本件
登記」という。）に係る登記原因証明情報、登記権利者及び登記義務者の代理
権限証書（いずれもＡが作成し、当事者の署名押印を受けたもの）等の本件登
記に必要な書類一式の送付を受け、対象司法書士は、受領した登記原因証明情
報に登記義務者の契印がなかったため、Ａに対し、登記原因証明情報を返送し
たところ、Ａは、令和元年５月 頃、対象司法書士に対し、登記義務者の契印が
された登記原因証明情報を送付し、対象司法書士は、その後も、本件登記に係
る本人確認及び登記申請意思確認を一切行わず、その取扱いをＡに全て委 ね、
同月、本件登記を代理申請し、本件登記は完了したこと、
⑵  本件登記の代理申請も含め、Ａの顧客で登記手続の相談があれば、Ａを通
じて登記の代理申請の依頼を受け、遅くとも平成２８年１月以降、Ａから１年
間に１０件程度の登記の代理申請があり、Ａとの業務上の関係は令和元年７月
頃まで継続し、Ａは、対象司法書士に登記の代理申請を依頼する 際、契約書等
の処分証書や代理権限証書等の登記に必要な書類を作成し、依頼者から署名押
印を受けた上、対象司法書士に当該書類を送付しており、対象司法書士は、行
うべき依頼者の本人確認及び登記申請意思確認を一切行うことなく、その取扱
いをＡに全て委ね、Ａから送付を受けた書類をそのまま添付して、登記の代理
申請のみ行い、登記完了後に登記識別情報等の関係書類をＡに返却するという
取扱いが常態化しており、Ａを通じて依頼があった登記について、依頼者の本
人確認及び登記申請意思確認を自ら行うことなく、Ａが作成した登記に必要な
書類をそのまま添付して登記の代理申請を行い、司法書士の業務を司法書士で
ないＡに取り扱わせたこと
を理由に、令和５年６月２０日付けで法務大臣より令和５年７月６日から３か
月の業務停止の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和5年1月31日

６か月間の契約締結拒
絶期間を伴う契約解除
措置をとることが相当
である。

本件は、対象弁護士が、Ａから、原告訴訟代理人として受任し、平成３０年４
月２４日に訴訟提起した、Ｂを被告とする民事訴訟事件において、弁護士Ｃ及
び弁護士Ｄに対し、上記訴訟事件の原告訴訟代理人又は対象弁護士の訴訟復代
理人に就任することについての受任意思の有無を確認することな く、その受任
を承諾していない弁護士Ｃらを対象弁護士の訴訟復代理人に選任する旨の訴訟
復代理委任状を作成するとともに、弁護士Ｃらの氏名を原告訴訟復代理人とし
て訴状に表示し、また、訴状の作成者として弁護士Ｃらの記名をして弁護士Ｃ
らの押印欄に対象弁護士の印章をもって代印により押印してもよいか否か、訴
状の内容に異存がないか否かを弁護士Ｃらに対して何ら確認することなく、訴
状の内容を認識すらしておらず、訴状の作成者となることの承諾もしていない
弁護士Ｃらの氏名を訴状の作成者として記名し、対象弁護士の印章をもって代
印により押印して訴状を完成させて裁判所へ提出したことを理由に、令和５年
３月２３日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和6年1月31日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、弁護士法人Ａの代表社員であり、唯一の社員であった
ところ、広告代理店業等を目的とする株式会社Ｂ及び労働者派遣事業等を目的
とするＣ株式会社からなるグループが自らの活動として弁護士に対する債務整
理の依頼者を獲得し、獲得した依頼者を弁護士らに周旋することによって対価
を得るという組織的な一連のスキームで、債務整理案件についての依頼者の集
客ビジネスを行ってその対価を得ており、弁護士法第７２条の規定に違反する
と疑うに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識し
ながら、長期間にわたって、上記グループにおいて行われている集客ビジネス
を利用し、債務整理案件に関する多数の依頼者の周旋を受け、その間、令和元
年７月から令和２年６月までをとってみても上記グループから紹介された案件
で約２億５９９１万円もの売上げを上げたことを理由に、令和５年５月１８日
付けで所属弁護士会から業務停止６月の懲戒処分を受けたもの。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和５年度 令和6年1月31日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士法人が、広告代理店業等を目的とする株式会社Ａ及び労働
者派遣事業等を目的とするＢ株式会社からなるグループが自らの活動として弁
護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、獲得した依頼者を弁護士らに周旋す
ることによって対価を得るという組織的な一連のスキームで、債務整理案件に
ついての依頼者の集客ビジネスを行ってその対価を得ており、弁護士法第７２
条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であるにもかかわら
ず、そのことを認識しながら、長期間にわたって、上記グループにおいて行わ
れている集客ビジネスを利用し、債務整理案件に関する多数の依頼者の周旋を
受け、その間、令和元年７月から令和２年６月までをとってみても上記グルー
プから紹介された案件で約２億５９９１万円もの売上げを上げたことを理由
に、令和５年５月１８日付けで所属弁護士会から業務停止６月の懲戒処分を受
けたもの。

令和５年度 令和5年12月21日

６か月間の契約締結拒
絶期間を伴う契約解除
措置をとることが相当
である。（措置の対象
となるべき契約）一般
国選弁護人契約（普通
国選弁護人契約、一括
国選弁護人契約）

本件は、Ａの被告人国選弁護人に選任されていた対象弁護士について、令和４
年６月、Ａより、令和 ２年６月の勾留中、対象弁護士にキャッシュカードを宅
下げして預金の出金を依頼したが、そのキャッシュカードと出金された１万１
０００円を未だ返還してもらえない等の苦情の申出があったことから、措置の
対象となった事案。

本件は、対象弁護士が、

本件は、対象弁護士が、
⑴  Ａ及びＢらから、Ｃが詐欺を理由として提訴したＡらを被告とする損害賠
償請求事件の訴訟代理人を受任するに当たり、Ａから面談又はその他の方法に
より事実関係等を聴取して意思を確認することをせず、また、Ａに対し、事件
の見通しや処理の方法等について説明をせず、委任契約書も作成しなかったこ
と、

⑵  上記⑴の事件の第１審及び控訴審において、Ｂらの欺罔意図の不存在を主
張するのみで、ＡがＣと同じく詐欺の被害者であって、他の被告とは異なる事
情があったにもかかわらず、Ａの個別事情を一切主張立証しなかったこと

⑶  上記⑴の事件における平成２９年６月２３日付け第１審判決後、Ａから同
年１０月２４日付け債権差押命令により差押えを受けたと連絡を受けるまで、
Ａに対し、判決内容を報告せず、その後も経過説明書を送付したが、和解の見
通しや進捗状況について適切な報告をせず、Ａと協議しながら上記事件の処理
を進めなかったこと

を理由に、令和４年１月２０日付けで所属弁護士会から業務停止２月の懲戒処
分を受けたもの。

令和５年度 令和5年11月15日
２年間６か月間の契約
締結拒絶期間を設定す
ることが相当である。

本件は、対象司法書士が、
⑴  Ａから受任した過払金返還請求事件につき、平成２４年頃に回収した過払
金の一部を、正当な理由がないにもかかわらず、その後もＡに返還することな
く、放置したこと、
⑵  平成２８年頃、Ｂから受任した自己破産手続開始及び免責申立事件につ
き、正当な理由なく、これを約５年間放置したとともに、その間、依頼者であ
るＢが進捗状況を確認するために何度連絡しても、これに応答することなく、
対応を怠ったこと、
⑶  平成２８年１月頃、Ｃ社会福祉協議会から受任した担保設定登記申請につ
き、正当な理由なく、その処理を遅延させたこと、
⑷  Ｄから受任した遺産承継事件につき、正当な理由なく、平成２９年頃まで
その処理を遅延し、Ｄが連絡しても応答することなく、対応を怠ったこと、
⑸  株式会社Ｅ及び株式会社Ｆから受任した資本金の額の減少登記申請につ
き、平成２９年１２月、官報販売所に対し、資本金の額の減少公告の申込みを
し、同月に官報公告されたところ、同公告に係る費用に関して、依頼者である
株式会社Ｅから平成３０年３月頃に受領していたにもかかわらず、官報販売所
に官報掲載料を支払ったのは、令和元年７月であり、その間、正当な理由な
く、官報掲載料の支払を放置し、同様に、株式会社Ｆについても、同社から公
告に係る費用を受領していたにもかかわらず、官報販売所に官報掲載料を速や
かに支払わず、その間、正当な理由なく、官報掲載料の支払を放置したこと、
⑹  上記⑴から⑸までのほかにも、依頼者から受任した債務整理事件等につい
て、少なくとも１０件程度（依頼者１名を１件と換算）、正当な理由なく、処
理を遅延又は放置したこと
を理由に、令和５年２月１６日付けで法務大臣より令和５年３月１日から１年
６か月の業務停止の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和5年12月5日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

⑴  平成２８年１２月６日、Ａから、配偶者であるＢを相手方とする離婚及び
婚姻費用事件を受任し、平成３０年２月２８日、離婚給付の頭金として公正証
書作成時にＢに交付するため対象弁護士の預り金口座に３３０万円の送金を受
け、同年３月１日に１７０万円を、同月２２日に２００万円を引き出し、その
うち３３０万円につき、公正証書作成のめどが立たなくなった同年４月以後
も、預り金口座で保管しなかったこと、
⑵  Ａから、平成３１年２月１２日に上記⑴の事件の代理人を解任され、上記
⑴の預り金の返還を求められたが、これに応じなかったこと、
⑶  Ａとの間で、上記⑴の事件の委任契約書により弁護士報酬を定額とすると
の合意がなされていたところ、弁護士報酬についての説明や協議をしなかった
にもかかわらず、Ａを相手方とする紛議調停の期日において、上記委任契約を
上回る報酬を提示したこと、⑷  上記⑶の弁護士報酬の提示において、Ｂが請
求していない金額を基に過大な経済的利益によって報酬を算出したことを理由
に、令和４年２月２８日付けで所属弁護士会から業務停止２月の懲戒処分を受
けたもの。

令和５年度 令和5年12月5日

１年６か月間の契約締
結拒絶期間を伴う契約
解除措置をとることが
相当である。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和５年度 令和5年10月30日

２年６か月間の契約締
結拒絶期間を伴う契約
解除措置をとることが
相当である。

本件は、対象弁護士が、
⑴  遅くとも平成２９年３月末時点では、株式会社Ａが破産に至る具体的危険
性等を認識しながら、同年８月２２日、危機時期に突入していたＡ社に対し、
５０００万２３４７円の報酬請求をしたこ と、また、同年１２月８日にＡ社に
破産申立てがなされた後、Ａ社に対して漫然と合計１億４０００万円を交付
し、平成３０年２月７日、Ｂからの求めに応じてＡ社の預り金残高５９０５万
４１０４円をＢに交付し、即日、Ｂから同額を預かったことにするという会計
操作に応じ、Ａ社の資産を減少させるなどし、破産債権者の利益を害したこ
と、
⑵  平成２９年１月１８日、ＣとＡ社の間の現金１２００万円の帰属先に関す
る紛争に関して、上記現金を預かり、同年２月２８日、対象弁護士を被告とす
る訴状の送達を受け、同年３月１０日、訴訟当事者でないＡ社に対して交付し
た上で、控訴審判決に至るまで、長期間に及んで争い続けたこと
を理由に、令和４年７月８日付けで所属弁護士会から業務停止１０月の懲戒処
分を受けたもの。

令和５年度 令和5年10月30日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、広告代理店業等を目的とする株式会社Ａ及び労働者派
遣事業等を目的とする Ｂ株式会社からなるグループが、自らの活動として、弁
護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、これを弁護士らに周旋するという組
織的な一連のスキームで、債務整理案件について依頼者の集客ビジネスを行っ
て、その対価を得ており、弁護士法第７２条の規定に違反すると疑うに足りる
相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながら、３年間
にわたってその利用を継続し、その間、平成３０年６月から令和２年６月まで
に、合計３０２４件の債務整理事件を受任したことを理由に、令和５年３月１
０日付けで所属弁護士会から業務停止６月の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和5年10月30日

民事法律扶助契約、一
般国選弁護人契約（普
通国選弁護人契約、一
般国選付添人契約）及
び日本弁護士連合会委
託援助業務に係る事務
の取扱いに関する契約
については２年間の契
約締結拒絶期間を伴う
契約解除措置をとり、
国選被害者参加弁護士
契約については ２年
間の契約締結拒絶期間
を設定することが相当
である。

本件は、対象弁護士が、Ａから依頼されて、令和元年１０月３日から令和２年
６月１９日までの間、 ６回にわたり、職務上請求書に「訴訟準備のため」等と
虚偽の記載をして懲戒請求者有限会社Ｂの代表者であるＣの住民票の写し及び
戸籍謄本を職務上請求したことを理由に、令和４年７月２５日付けで所属弁護
士会から業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和5年10月30日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象司法書士が、Ａ及び同人の姉であるＢから、平成１０年に死亡し
たＤ（その相続人は妻のＣ、長女のＢ及びＡ）が所有していた土地及び建物
（以下「本件各不動産」という。）について、平成３０年８月下旬ころ、Ａか
ら、相続登記及び共有持分全部移転登記（以下「本件各登記」とい う。）の代
理申請を受任し、同年９月から同年１０月までの間、Ａ及びＢとの間のやりと
りにより、本件各不動産に係る遺産分割協議書を作成し、当初の遺産分割協議
書の内容は、Ａが本件各不動産を全て取得するというものであったが、Ａ及び
Ｂとやりとりする中で、Ａ及びＢが本件各不動産を各２分の１の割合で取得す
るという内容に変更され、同年１０月、Ｂから本件各登記の代理申請を受任 
し、同年１１月上旬、Ａから、本件各不動産の相続を放棄する旨の連絡を受け
たが、同人を説得し、同人は本件各不動産を１０分の１の割合で取得すること
を承諾したところ、
⑴  その後、Ｂ及びＣの意思を確認せずに、何ら権限がないまま、Ｃの署名押
印がある遺産分割協議書及びＢの署名押印がある遺産分割協議書を、本件各不
動産について、Ａが１０分の１の割合で取得し、Ｂが１０分の９の割合で取得
するという内容に書き換えて偽造し、同年１１月、上記で偽造した遺産分割協
議書を添付して、本件各不動産に係る相続登記の申請を行ったこと、
⑵  本件各不動産に係る相続登記の申請を行うに当たり、Ｃの本人確認をすべ
きであったにもかかわらず、司法書士として行うべき本人確認を怠ったこと、
⑶  同年１１月、売買を原因とする本件各不動産に係る共有者全員持分全部移
転登記を申請し、Ａ及びＢに代わって本件各不動産に係る代金８００万円を受
領したが、同人らへの通知、預かり証の発行を怠り、また、ＡやＢに課される
譲渡所得税を代わりに支払うためという理由で、預かる必要のない金銭を約５
か月間にわたり預かり、その精算義務を怠ったこと、
⑷  本件各登記の代理申請を受任するに当たり、司法書士として報酬の基準、
報酬額及びその内訳を明示すべきであるにもかかわらず、必要な説明を怠り、
Ａ及びＢから報酬等として７７万円を得たこと
を理由に、令和５年２月２７日付けで法務大臣より令和５年２月２８日から起
算して２か月の業務停止の懲戒処分を受けたもの。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和５年度 令和5年10月28日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴  平成２９年１２月、Ａから委任を受けて刑事事件の弁護人に就任していた
ところ、平成３０年２月６日、Ａが対象弁護士の事務所前の路上において職務
質問を受けた際に、第三者が周囲にいる状態で、警察官に対し、Ａが刑事事件
の公判中である旨を伝えたこと、
⑵  第三者であるＢに対し、Ａと上記⑴の事件の打合せを行うこと及びその日
を告げたこと、
⑶  平成３０年５月、違法な職務質問に関する動画を取り出し証拠として提出
する範囲で使用するため、勾留されていたＡが保有する携帯電話２台の宅下げ
を受けた後、これを預かった趣旨を越えて、第三者であるＣに対し、上記携帯
電話の中にＣらの画像があることを伝えたこと、
⑷  令和３年５月１４日、Ａの弁護人を辞任したが、上記⑶の携帯電話をＡの
同意なくＣに交付し、 Ａ本人に返還しなかったこと
を理由に、令和４年１１月４日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処
分を受けたもの。

本件は、対象弁護士が下記の法律相談援助の申込者７名に関し、過大な法律相
談費を請求した事実が認められることから措置の対象となった事案。

⑴  対象弁護士は、令和４年６月８日に法律相談を行った申込者Ａに関し、同
年５月３１日にも法律相談を行った旨の事実と異なる法律相談票をセンターに
送付して、法律相談費１回分を過大に請求した。
⑵  対象弁護士は、令和４年６月６日に法律相談を行った申込者Ｂに関し、同
年５月１６日にも法律相談を行った旨の事実と異なる法律相談票をセンターに
送付して、法律相談費１回分を過大に請求した。

⑶  対象弁護士は、令和４年６月８日に法律相談を行った申込者Ｃに関し、同
年６月１日にも法律相談を行った旨の事実と異なる法律相談票をセンターに送
付して、法律相談費１回分を過大に請求した。

⑷  対象弁護士は、令和４年６月１０日に法律相談を行った申込者Ｄに関し、
同年６月３日にも法律相談を行った旨の事実と異なる法律相談票をセンターに
送付して、法律相談費１回分を過大に請求した。

⑸  対象弁護士は、令和４年６月１３日に法律相談を行った申込者Ｅに関し、
同年６月６日にも法律相談を行った旨の事実と異なる法律相談票をセンターに
送付して、法律相談費１回分を過大に請求した。

⑹  対象弁護士は、令和４年６月１４日に法律相談を行った申込者Ｆに関し、
同年６月７日にも法律相談を行った旨の事実と異なる法律相談票をセンターに
送付して、法律相談費１回分を過大に請求した。

⑺  対象弁護士は、令和４年１２月１３日に法律相談を行った申込者Ｇに関
し、同年１１月２８日と同年１２月２３日にも法律相談を行った旨の事実と異
なる法律相談票をセンターに送付して、法律相談費２回分を過大に請求した。

令和５年度 令和5年9月25日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、弁護士法第７２条の規定に違反する者と認められる株
式会社Ａが運営するＢ協会の協力弁護士として登録され、Ｂ協会からの紹介に
より複数の相続に関する事件を受任し、これに関して、Ａ社に対し、依頼者の
紹介と対価的関係にある金員として、少なくとも金１１２万６４４ ７円を送金
したことを理由に、令和５年２月１４日付けで所属弁護士会から業務停止１月
の懲戒処分を受けたもの。

本件は、対象司法書士が、遅くとも平成３０年１２月までに、Ａ及びＢ株式会
社（以下「Ｂ」という。）から、Ａが所有する区分所有建物（以下「本件建
物」という。）について、Ａを登記義務者かつ諾約者、Ｃ株式会社（以下
「Ｃ」という。）を要約者、Ｂを登記権利者かつ受益者とし、売買代金の全額
の支払を条件として、ＡからＢに、直接、所有権を移転する旨の特約が付され
ている第三者のためにする契約（以下「本件契約」という。）に基づく本件登
記の申請手続を受託し、本件以前に、Ａが売主となる別の不動産の所有権移転
登記の申請手続を行ったことが複数回あったが、Ａと面談したことがなく、Ｃ
の担当者から、Ａが本件契約の決済（以下「本件決済」という。）の場に出席
しないことをあらかじめ知らされていたところ、Ａに対し、本件登記申請書の
添付情報である登記原因を証する情報や委任状にＡが署名及び実印による押印
をし、印鑑登録証明書や登記識別情報通知書と共に返送するよう、書面により
依頼し、Ａから、Ａの署名及び押印（実印によるもの）がされた登記原因証明
情報等を受領し、上記受託時から後記の決済に至るまで、書面によるやり取り
を除いては、Ａと電話や面談による接触を一切せず、本件決済の日時場所や方
法、代金支払の確認手段についての連絡もせず、平成３０年１２月、本件決済
において、ＣからＡに対する売買代金の支払の事実を、Ａに対する電話や面談
等による方法で適切に確認することを怠り、Ｃの担当者から示された、同人の
携帯電話機の画面に表示された画像を目視したのみで、売買代金の支払が同日
にされたものと安易に誤信し、画像の内容は虚偽であり、実際には、ＣからＡ
に対して売買代金は一切支払われていなかったにもかかわらず、売買代金の支
払が前提となるＡの本件登記に係る登記申請意思を適切に確認することのない
まま、本件登記の申請を行い、本件登記を完了させたことなどを理由に、令和
５年１月２６日付けで法務大臣より同年２月７日から２週間の業務の停止の懲
戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和5年9月25日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。（措置の対象と
なるべき契約）民事法
律扶助契約

令和５年度 令和5年9月26日

６か月間の契約締結拒
絶期間を伴う契約解除
措置をとることが相当
である。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和５年度 令和5年9月24日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴  遅くとも平成３０年１２月までに、Ａが代表を務める法人Ｂから訴訟事件
を受任した後、Ａから何度も連絡を受けていたにもかかわらず、これに応答せ
ずに事件処理の進捗状況について連絡を行わず、令和４年１２月までの４年以
上の間、訴訟提起しなかったこと、
⑵  令和２年１２月１５日、Ｃとの間で株式会社Ｄに対する未払賃金請求訴訟
事件を受任し、同月２ １日にＣから着手金５万円等を受領したが、少なくとも
令和３年６月頃までの６か月間、Ｃから、事件処理の進捗状況を確認するため
の連絡を何度も受けていたにもかかわらず、これに応答せず、事件処理の進捗
状況について連絡を行わず、Ｃから解任されるまでの１０か月間、訴状作成等
の事件処理を行わなかったこと
を理由に、令和５年１月２８日付けで所属弁護士会から業務停止４月の懲戒処
分を受けたもの。

本件は、対象弁護士が、

⑴  平成３０年８月４日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性の
スカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影したこと、

⑵  令和元年、電車内で、無断で、向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話
で動画撮影したこと、

⑶  令和２年２月２０日、２度にわたり、電車内で、それぞれ無断で、向かい
の座席で居眠りしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影したこと、

⑷  令和２年、飛行機内で、無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画
撮影したこと

を理由に、日本弁護士連合会から、令和５年２月２０日付けで、令和４年３月
１８日付け所属弁護士会による戒告の懲戒処分が変更された業務停止２月の懲
戒処分を受けたもの。

本件は、対象弁護士が、

⑴  平成３０年１０月２日、株式会社Ａの代理人として、Ｂ株式会社との間
で、Ｂ社が対象弁護士の行う調査に協力をすれば、Ｂ社に対する民事、刑事を
問わず法的責任を一切追及しない旨の条項を含む合意書を締結するなどしたと
ころ、Ｂ社及びその代表取締役であるＣに上記合意書に基づく協力義務違反が
あったとは認められないにもかかわらず、同年１１月２日、Ａ社の代理人とし
て、Ｃらに対する告訴状を検察庁に提出し、同月１６日、Ｂ社の預金債権に対
し仮差押命令申立てを行ったこと、

⑵  また、同年１２月２８日、Ａ社の代理人として、Ｂ社及びＣに対し、不法
行為に基づく損害賠償請求を提起したこと

を理由に、令和４年１２月１日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処
分を受けたもの。

本件は、対象弁護士が、

⑴  亡Ａの相続財産管理人であったところ、対象弁護士が業務上管理する預金
口座を令和２年９月８日に解約し、５３３５万６５３９円を不正出金したこ
と、

⑵  成年被後見人Ｂの成年後見人であったところ、対象弁護士が管理するＢ名
義の預金口座から、令和２年１０月９日から令和３年３月１２日までの間１０
回にわたり合計２３４９万７７５０円を不正出金したこと、

⑶  成年被後見人Ｃの成年後見人であったところ、対象弁護士が管理するＣ名
義の預金口座から、令和２年１２月３日から令和３年１２月１５日までの間８
回にわたり合計６３７万３０００円を不正出金したこと、

⑷  Ｂの成年後見人業務に関し、令和２年１２月の定期報告時点で、Ｂ名義の
預金口座から合計２３４６万２７５０円の出金があったにもかかわらず、同月
１８日付け後見事務報告書には、１回１０万円を超える臨時支出はなかった旨
記載し、財産目録には、最終記帳日を同月１４日、残高を２０００万円と記載
した上、預金通帳について上記出金が記帳されていないものを提出し、家庭裁
判所に上記出金を隠すために虚偽の報告をしたこと、

⑸  Ａの相続財産管理業務に関し、預金口座について、令和２年９月８日に解
約しているにもかかわらず、令和３年３月３０日付け管理報告書添付の同日付
け財産目録には、解約時と同額の５３３５万６５３９円の預金が存在している
ように記載し、預金通帳についても解約前のものを提出し、家庭裁判所に上記
⑴の出金を隠すために虚偽の報告をしたこと、

⑹  Ｂ及びＣの各成年後見人業務に関し、令和３年１２月までに家庭裁判所に
対して書面による定期報告が求められていたにもかかわらず、これを怠ったこ
と

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

令和５年度 令和5年7月31日

日本弁護士連合会委託
援助業務に係る事務の
取扱いに関する契約に
ついては３年間の契約
締結拒絶期間を伴う契
約解除措置、民事法律
扶助契約、除措置、民
事法律扶助契約、一般
国選弁護人契約（普通
国選弁護人契約・一括
国選弁護人契約）、国
選被害者参加弁護士契
約については３年間の
契約締結拒絶期間の設
定することが相当であ
る。

を理由に、令和４年１０月５日付けで所属弁護士会から除名の懲戒処分を受け
たもの。

令和５年度 令和5年8月1日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることあ相当で
ある。

令和５年度 令和5年8月8日



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

本件は、対象弁護士が、

⑴  Ａ、株式会社Ｂ、有限会社Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＦから債務整理について依頼を
受け、平成２５年１２月１８日には債務整理の方針として破産手続に付するこ
とが固まり、破産申立てを受任事件とする委任契約書の作成が可能であったに
もかかわらず、委任契約が解除された平成３０年４月２日まで委任契約書を作
成しなかったこと、

⑵  上記⑴の事件の弁護士費用、着手金として７０万円の支払を受け、平成２
５年１２月１８日以後、Ａらから再三督促を受けたにもかかわらず、平成３０
年４月２日まで委任契約が解除されるまで、Ａらの破産申立てを行わなかった
こと、

⑶  上記⑴の事件につき、Ａらから受領した金員を自己の金員と区別し、預り
金であることを明確にする方法で保管等せず、委任契約を解除された時点で、
これと上記⑵の金員を合わせた２７０万円をＡらに返還すべきだったにもかか
わらず、平成３０年６月１日に１００万円を返還しただけで、残額１７０万円
の返還を拒み、資料の返還にも応じなかったこと

を理由に、令和４年１２月１２日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒
処分を受けたもの。

本件は、対象司法書士が、

⑵  平成３０年７月、Ｂの長女であり、唯一の相続人であるＣに対して、本件
不動産の処分に関して相談したいことがある旨を通知し、Ｃ及びその夫と本件
不動産の処分に関して相談を行った後、Ａに対して電話等で連絡を試みたもの
の連絡が取れなかったため、Ａの所在を確認する目的で、職務上請求書を使用
し、Ａに係る住民票の除票を取得し、上記職務上請求の際、職務上請求書の請
求者氏名をＡの氏名とした上で、業務の種類欄に裁判所提出書類の作成、該当
する事由欄に所有権移転請求権の裁判をするための添付書類である旨の事実と
異なる記載をしたこと、

を理由に、令和４年８月２４日付けで法務大臣より令和４年９月１５日から１
週間の業務の停止の懲戒処分を受けたもの。

令和５年度 令和5年7月30日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

令和５年度 令和5年7月3日

６か月間の契約締結拒
絶期間を伴う契約解除
措置をとることが相当
である。

⑴  平成３０年５月、Ａから内縁の夫である被相続人Ｂ名義の自宅（以下「本
件不動産」という。）を処分したいとの相談を受け、対象司法書士は、内縁の
妻であるＡには相続権がないことから、Ｂの相続人を確認するため、Ｂの長男
と連絡を取り、平成３０年６月、同人が相続放棄をした事実を知った後、Ａか
らの依頼に基づき、同人がＢの相続財産に対して有する法的権利関係を明確に
しないまま、同財産に対して何かしらの権利を有しているはずであるとの不十
分な認識のみから、平成３０年６月、職務上請求書５通を使用し、Ｂの相続関
係を調査するために戸籍謄本等を取得し、上記職務上請求の際、職務上請求書
の請求者氏名をＡの氏名とした上で、業務の種類欄に裁判所提出書類の作成、
該当する事由欄に所有権移転請求権の裁判をするための添付書類である旨の事
実と異なる記載をしたこと、

⑶  ①その後、Ｃから、本件不動産に係るＢからＣへの相続を原因とする所有
権移転登記の申請の依頼を受け、平成３０年８月、所有権移転登記を申請し、
同申請の際の申請書に添付したＢに係る戸籍謄本等は、上記⑴で、対象司法書
士がＡに係る業務のために取得したものであったが、Ａから、戸籍謄本等の流
用について事前に承諾を得なかったこと、②その後、Ａに対して当該戸籍謄本
等の取得費用等に係る報酬を請求することなく、Ｃに対し、当該費用を含む相
続登記手続の報酬として金８万５４７９円を請求し、これを受領したこと

令和５年度 令和5年7月3日

日本弁護士連合会委託
援助業務に係る事務の
取扱いに関する契約に
ついては１０か月間の
契約締結拒絶期間を伴
う契約解除措置をと
り、民事法律扶助契
約、一般国選弁護人契
約（普通国選弁護人契
約・一
括国選弁護人契約）、
一般国選付添人契約、
国選被害者参加弁護士
契約については１０か
月間の契約締結拒絶期
間を設定することが相
当である。

本件は、対象弁護士が、令和３年１２月１４日午前１時４９分頃、酒気を帯
び、呼気１リットルにつき０．２５ミリグラム以上のアルコールを身体に保有
する状態で、普通乗用自動車を運転したことを理由に、令和４年１１月１６日
付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。


